
   成田市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 本市における少子高齢化の進展に的確に対応し，将来的な人口減少に

歯止めをかけるとともに，将来にわたって活力ある地域社会を維持していく

ため，成田市まち・ひと・しごと創生本部（以下「本部」という。）を設置

する。 

 （所掌事務） 

第２条 本部は，次に掲げる事務をつかさどる。 

 (1) 成田市人口ビジョンの策定及び変更に関すること。 

 (2) 成田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び変更に関すること。 

 (3) 成田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果の検証に関すること。 

 (4) 前各号に掲げるもののほか，まち・ひと・しごと創生に関する施策で重

要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部は，別表に掲げる者をもって組織する。 

２ 本部に本部長を置き，本部長は，副市長をもって充てる。 

３ 本部長は，本部の事務を総理し，本部を代表する。 

４ 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは，あらかじめ本部長が

指名する者がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 本部の会議は，本部長が招集し，本部長が議長となる。 

２ 本部の会議には，本部長が必要と認める関係職員を出席させ，説明させる

ことができる。 

 （庶務） 

第５条 本部の庶務は，企画政策部企画政策課において処理する。 

 （各部課等の責務） 

第６条 各部課等は，本部の目的の達成のために積極的に協力を行うとともに，

本部に必要な資料の提供を行うものとする。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，本部の運営に関し必要な事項は，本部

長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，平成２７年７月１日から施行する。 
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